
平 成 ２９ 年 度 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合予算書 
（附・予算に関する説明書） 

 
 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号） 

千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算（第２号） 
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千葉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号） 



 



議案第８号議案第２号 
 

平成２９年度千葉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号） 

 
 平成２９年度千葉県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，５７２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２，２２０，２６６千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
   
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」に

よる。 
 
 

平成３０年２月１４日提出 
千葉県後期高齢者医療広域連合長  清 水  聖 士   

 
 

提案理由 
地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第２号の規定により、議決を求める。 
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第  ２  表 　　債 務 負 担 行 為

事 項 期 間

制 度 解 説 小 冊 子 作 成 委 託 料 平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 ま で 16,577　千円

限 度 額

一
般
会
計
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平 成 ２９ 年 度 
 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算に関する説明書 
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（一般会計）

１  特　別　職 （単位：千円）

  職  員  数

　　　　　（人） 報　　酬 給   料
 期 末 手 当

 (年間支給率)
そ   の   他
の   手   当

計

長　　　　　等 2 108 108 108

議　　　　　員 54 2,194 2,194 2,194

そ　　の　　他
の　特　別　職

38 22,630 22,630 3,826 26,456

計 94 24,932 24,932 3,826 28,758

長　　　　　等 2 108 108 108

議　　　　　員 54 2,194 2,194 2,194

そ　　の　　他
の　特　別　職

38 22,630 22,630 4,138 26,768

計 94 24,932 24,932 4,138 29,070

長　　　　　等 0 0 0 0

比
議　　　　　員 0 0 0 0

較

そ　　の　　他
の　特　別　職

0 0 0 △ 312 △ 312

計 0 0 0 △ 312 △ 312

補

正

前

補

正

後

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

区          分

　給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

 共 済 費 合    計

  地 域 手 当
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２  一　般　職

（１）総　括

    職   員   数

（人）

補正後 17 ( 0 ) 23,112

補正前 18 ( 0 ) 22,916

比  較 △ 1 ( 0 ) 196

※括弧内は短時間勤務職員を外書き

〔職員手当の内訳〕                                                                       （単位:千円）

区    分 扶養手当

補正後 1,728 1,548 3,532 5,922 141 3,273 16,764 11,874 80 0

補正前 2,652 1,608 3,532 8,542 277 3,664 18,782 12,410 240 276

比  較 △ 924 △ 60 0 △ 2,620 △ 136 △ 391 △ 2,018 △ 536 △ 160 △ 276

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区     分

給     料

職 員 手 当

職員の異動等に係る減 △ 8,532

7,000

△ 6,840

増    減    事    由    別    内    訳

制度改正に伴う増減分

その他の増減分

制度改正に伴う増減分

その他の増減分

期末手当 勤勉手当

説            明   増    減    額

△ 559

852

△ 8,532

△ 14,324

139,164

管理職員特
別勤務手当

備             考

133

単身赴任
手当

（単位:千円）

給       料

△ 6,840

（単位:千円）

合     計

153,488

共　済　費
給　　　　　　与　　　　　　費

職 員 手 当 計

130,572

地域手当

△ 7,680

6,441

区     分

51,303

58,983

△ 7,680

管理職手当
時 間 外
勤務手当

休　日
勤務手当

住居手当

64,749

71,589

△ 14,520

116,052

通勤手当

給与改定による増 852

133

△ 6,973 職員の異動等に係る減

給与改定による増

△ 6,973
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（３）給料及び職員手当の状況

ア  職員１人当たり給与

   平   均   給   料   月   額

   平   均   給   与   月   額

   平   均   年   齢   （歳） .
   平   均   給   料   月   額

   平   均   給   与   月   額

   平   均   年   齢   （歳）

イ  初任給 （単位：円）

高     校     卒

総合職　183,700
一般職　179,200

ウ  級別職員数

級

１  級 1 (－) 5.88 (－)
２  級 1 (－) 5.88 (－)
３  級 5 (－) 29.42 (－)
４  級 4 (－) 23.53 (－)

平成30年1月1日現在 ５  級 3 (－) 17.65 (－)
６  級 1 (－) 5.88 (－)
７  級 1 (－) 5.88 (－)
８  級 － (－) － (－)
９  級 － (－) － (－)

１０  級 1 (－) 5.88 (－)
合    計 17 (－) 100.0 (－)
１  級 － (－) － (－)
２  級 2 (－) 11.11 (－)
３  級 6 (－) 33.33 (－)
４  級 3 (－) 16.67 (－)

平成29年1月1日現在 ５  級 2 (－) 11.11 (－)
６  級 2 (－) 11.11 (－)
７  級 2 (－) 11.11 (－)
８  級 － (－) － (－)
９　級 － (－) － (－)
１０  級 1 (－) 5.56 (－)
合    計 18 (－) 100.0 (－)

※括弧内は短時間勤務職員を外書き

185,800

区                      分

412,556

40.0

平成29年1月1日現在

平成30年1月1日現在

326,261

一  般   行   政   職
（単位：円）

318,288
389,343

区         分
   職   員   数 （人）

一      般      行      政      職

区    　   分 一   般   行   政   職

151,500 147,100

大     学     卒

国      の      制      度  

一  般  行  政  職

  構   成   比  （％）

40.7
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事　　　項

期　　間 金　　額 期　　間 国県支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

自　平成29年度
16,577 －　 －　 16,577 －　 －　 －　 16,577

至　平成30年度

限　度　額
一般財源

当 該 年 度 以 降 の

支   出   予   定   額

金　　額

制度解説小冊子作成委託料

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

前 年 度 末 ま で の

支   出 （見込） 額
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平 成 ２９ 年 度 
 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算（第２号） 



 



議案第９号議案第３号 
 

平成２９年度千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算（第２号） 

 
 平成２９年度千葉県後期高齢者医療広域連合の特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８，７２６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

５９３，８８２，０３５千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   
（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
 
 

平成３０年２月１４日提出 
千葉県後期高齢者医療広域連合長  清 水  聖 士   

 
 

提案理由 
地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第２号の規定により、議決を求める。 
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第  ２  表 　　債 務 負 担 行 為 補 正

( 追 加 ）

事 項 期 間

被 保 険 者 証 作 成 等 業 務 委 託 料 平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 ま で 43,022　千円

限 度 額

特
別
会
計
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平 成 ２９ 年 度 
 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算に関する説明書 
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事　　　項

期　　間 金　　額 期　　間 国県支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

自　平成29年度
43,022 －　 －　 43,022 －　 －　 －　 43,022

至　平成30年度

支   出 （見込） 額 支   出   予   定   額 特　　定　　財　　源
一般財源

金　　額

被保険者証作成等業務委託料

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳

限　度　額
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